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会 議 録 

 

会 議 の 名 称 令和４年度第５回所沢市国民健康保険運営協議会（書面会議） 

開 催 日 時 

 

（市から委員に意見を求めた日） 

令和５年２月２１日（火） 

（書面会議が終結した日） 

 令和５年３月８日（水） 

開 催 場 所 書面会議のため開催場所はありません。 

 

出 席 者 の 氏 名 

 

（別紙委員出欠席表のとおり） 

 

欠 席 者 の 氏 名 

      

（別紙委員出欠席表のとおり） 

 

説明者の職・氏名 

 

 

 

 

議 題 

 

 

１．令和５年度所沢市国民健康保険特別会計当初予算（案）の 

概要について 

２．国民健康保険税の賦課について 

 

会 議 資 料 

 

・資料１‐１ 「令和５年度 所沢市国民健康保険特別会計当初

予算（案）」   

・資料１‐２ 「国民健康保険 年間平均被保険者数・（一人当

たり）保険給付費の推移」 

・資料２‐１ 「第４回運営協議会資料からの振り返り」 

・資料２‐２ 「所沢市の現在の状況」 

・資料２‐３ 「現在の保険税の計算例」 

 

担 当 部 課 名 

 

健康推進部国民健康保険課 

  健康推進部長    瀬能 幸則 

  健康推進部次長    市川 勝也 

国民健康保険課 課長 新井 浩嚴 

          主幹  石川 純也 

          主査 敦賀 直幸 

          主査 粉川 亮介 

電話 04-2998-9131 



 

様式第２号 

 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 書面による開催としたため、本紙をもって会議録の代わりとし

ます。 

 

【議題】 

１．令和５年度所沢市国民健康保険特別会計当初予算（案）の概要

について 

  令和５年度所沢市国民健康保険特別会計当初予算（案）について、

資料に基づき概要説明を行った。 

 

２．国民健康保険税の賦課について 

  国民健康保険税の賦課方式変更について、前回までの説明事項を

振り返るとともに、令和５年度以降に予定している本格的な協議の

前に、現在の所沢市の被保険者や課税の状況・基本的な賦課計算に

ついて資料を作成し、改めて説明した。    

 

なお、各委員から寄せられた意見・質問及び所沢市の回答は別紙の

とおり。  

  

 



・意見聴取日・・・令和５年２月２１日（火）

・聴取対象者数・・・２１名

・回答票数・・・１８票（回答率：８６％）

令和４年度第５回所沢市国民健康保険運営協議会に係る意見・質問まとめ

■議題１ 令和５年度所沢市国民健康保険特別会計当初予算（案）の概要について■

意見・質問 回答

　特別会計予算は令和４年度当初予算と大きな差はないと

理解しました。一方、令和４年７月２７日の運営協議会で

示された「特別会計決算の概要」資料を見ると大きな差が

見えます。

　当初予算を考えるに当たり、「国庫支出金」、「一般財

源化分」、「その他市単独分」、「繰越金」、「その他の

収入」、「その他の支出」の扱いを教えてください。また

は「予算現額」との関係を。

　当初予算の歳入につきましては、予算の作成時点におい

て確実に見込めるもののみを予算化しておりますので、決

算の額とは異なってまいります。補助金の額など、年度の

途中で金額が判明したものについては、補正予算で対応し

ております。当初予算に対し、補正後の予算額が「予算現

額」となります。

　当初予算額と決算額に差が生じた理由を各項目ごとにご

説明いたします。

以下「決算」は「令和３年度決算」、「当初予算」は「令

和５年度当初予算」とします。

「国庫支出金」

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った被保

険者に対し、国保税を減免した額に応じて補助される「災

害臨時特例補助金」が入ったことにより決算額が大きく

なっております。

「一般財源化分」

決算では前年度からの繰越金（剰余金）約6億3,000万円を

基金に一旦積み立て、再度特別会計に国民健康保険財政調

整基金繰入金として繰り入れております。当初予算では繰

越金を見込んでおりませんので大きな差が生じておりま

す。

「その他市単独分」

決算では前述のように前年度からの繰越金（剰余金）が約

6億3,000万円あったことと、保険税収が見込みよりも多

かったことから運営費繰入金がゼロになりました。

「繰越金」

繰越金=前年度の剰余金です。令和５年度予算の場合は令

和４年度の剰余金になりますが、予算作成時点では分から

ないため補正で対応しております。



　歳入の繰越金のうち、「一般財源化分」18,893千円は、

出産育児一時金の8万円増額に伴うものと理解します。

「その他市単独分」27,062千円は、本来は赤字繰入であ

り、好ましくないが、国保運営の持つ特性や構造的なもの

があり、やむを得ないものと承知します。

　意見につき、回答なし。

　国民健康保険制度につきましては、被用者保険の適用拡

大や少子高齢化による被保険者数の減少、新型コロナウイ

ルスの影響による保険税の減免、医療の高度化による医療

費の増加など、厳しい財政状況だと思いますが、一般会計

からの法定外繰入金は早期に解消できるよう、収納率の向

上や医療費適正化に向けた取り組みをより一層推進してい

ただきたい。

　意見につき、回答なし。

　被保険者は令和４年度以降、団塊の世代が75歳となり、

後期高齢者医療保険に移行することから、大きく減少する

ことが見込まれます。

　これにより、保険税収も大きく減少するものと思われま

す。大変だと思いますが、諸策による安定した財政運営に

努めていただければと思います。

　意見につき、回答なし。

「その他の収入」

主に保険税延滞金、第三者納付金、返納金になりますが、

予算は概算で組んでいるため、決算との差が生じておりま

す。

「その他の支出」

決算の額では補助金等返還金（保険給付費等交付金償還

金）が多くを占めております。これは保険給付費に対して

交付される保険給付費等交付金（普通交付金）が、不足の

ないように多めに交付されるため、例年１億円程度の返還

金が生じるためです。返還金の額が確定した後に補正予算

で対応しているため、当初予算額とは差が生じています。

　保健事業費に関して、「特定健診の目標値から予算化し

ていたものを実績に合わせて減額」とありますが、それだ

け受診率が低いものと思われます。医療費の削減を考える

と、ここに力を入れていきたいところだと思いますが、市

としての考えはどのようになっていますか。

　特定健康診査の受診率につきましては、目標値60％に対

しまして、最新の実績で32.2％と乖離がみられますことか

ら、引き続き、その向上に注力してまいります。

　具体的な方法といたしまして、年２回の受診勧奨ハガキ

の送付、より詳細な内容の勧奨通知の送付、早期受診キャ

ンペーンの実施、また、市において、健康に関連する事業

を行っている各部門（保健センター等）との連携による周

知啓発や、所沢市商工会議所を通じた、市内各店舗への啓

発ポスターの掲示依頼、その他、ほっとメール、ところバ

ス中吊り、自治会回覧等、多角的に勧奨事業を展開してま

いります。



■その他■

　委員ご指摘の通り、一人当たりの保険給付費は上がって

おりますが、それを上回るペースで被保険者数が減少して

いるため、保険給付費の総額としては減少する見込みで予

算を計上しております。

　なお、保険給付費のうち、出産育児一時金につきまして

は、令和５年４月より50万円に増額となっているため、令

和５年度予算についても増額となっております。

その他、次のとおり意見が出された。

・高齢化が進む中、医療費は年々増加傾向にあります。また、年金生活者は年を追うごとに支給額が減額されており、

生活は増々苦しい状況です。国保の広域化に伴い、県の方針である２方式化に移行していくのはやむを得ないと考えて

いますが、できるだけ低水準生活者に影響の少ない計画を望みます。

回答

　収入が少なく、資産割の課税に苦しめられた方々にとっ

ては、資産割が減額されるのは良いことだと思います。一

方で、所得割と均等割が増額となることで納税困難となる

方々に対しては、きめ細やかな納税相談及び支援が望まれ

ます。

　意見につき、回答なし

　令和９年度までに県内の保険税水準を統一化することに

向け、所沢市の方向性を決定するにあたり、現況の応能応

益割合を県が目指す52：48にするには、増税となる世帯や

割合が多くなるのは必然と思われます。なるべく数年をか

け、激変緩和措置を取り入れるよう求めます。

　保険税が増額となる代わりに、高齢化社会の特化した施

策（特定健診のワンコイン化やフレイルチェックと予防策

など）を市民にアピールすると良いと思います。

　意見につき、回答なし

意見・質問

　４方式から２方式に変更するにあたっては、適正な税率

設定や激変緩和などの設定を検討していかなければならな

いことは、これまでの会議で承知していますが、令和８年

度までに完了するためのスケジュールや具体策はできてい

るのでしょうか。

　令和５年度の運営協議会の中で、具体的にお示しする予

定でおります。

　令和４年５月末の時点で、以下のとおりです。

　①７割軽減・・・14,600世帯

　②５割軽減・・・6,269世帯

　③２割軽減・・・6,137世帯

　軽減が適用されている世帯数は全部で27,006世帯で、加

入総世帯数47,700世帯のうち56.6％にあたります。

　保険税の７割、５割、２割軽減に該当する世帯は、実際

にどのくらいあるのか教えていただきたい。

　保険給付費総額が前年度比△67,810千円となっているが

根拠は何ですか？「説明要旨」にあるように、R２年度は

例外だが、「総額としては減少傾向」にあると言えるので

すか？

単価の上昇よりも被保険者数の減少の方が影響が大きいと

いうことでしょうか。

■議題２ 国民健康保険税の賦課について■



令和４年度第５回 所沢市国民健康保険運営協議会出欠表

令和５年２月２１日現在

代　表　区　分 推 薦 依 頼 先 出欠 氏　　　　名

所沢青色申告会 ○ 守　谷　友　宏

いるま野農業協同組合 ○ 平　岡　豊　子

所沢市連合婦人会 ○ 齋　藤　千　里

所沢商工会議所 ○ 中　　　早　苗

公　　募 ○ 大久保　　　寛

公　　募 ○ 小　野　葉　子

○ 齊　藤　秀　行

伊　藤　　　哲

○ 古敷谷　　　淳

廣　瀬　　　恒

所沢市歯科医師会 ○ 浜　島　拓　也

所沢市薬剤師会 ○ 安　達　秀　夫

所沢商店街連合会 宇佐美　保　政

所沢市民生委員・
児童委員連合会 ○ 赤　坂　　　悦

連合埼玉
西部第四地域協議会 ○ 高　野　弘太郎

所沢市社会福祉協議会 ○ 本　橋　栄　三

所沢市自治連合会 ○ 廣　川　隆　通

知識経験者 ○ 村　田　美智子

全国健康保険協会
埼玉支部 ○ 今　井　　　慎

公立学校共済組合
埼玉支部 ○ 渡　邉　しほり

西武健康保険組合 ○ 荒　川　雄　三

被用者保険等
保険者代表

任期　令和６年１２月３１日まで

被保険者代表

保険医又は
保険薬剤師代表

所沢市医師会

公益代表


